
総合計画基本構想の策定についての採決場面（令和６年１２月２０日）

第１０次大和市総合計画基本構想を可決第１０次大和市総合計画基本構想を可決
「みんながつながる健幸都市やまと」の実現へ「みんながつながる健幸都市やまと」の実現へ

12 月 定 例 会

令和６年第４回定例会は１１月２６日から１２月
２０日までの２５日間の会期で開かれました。

今定例会には、大和市総合計画基本構想の策定に
ついてなど議案２９件が市長から提出され、請願・
陳情３件とともに審議されました。また、議員提出
議案として、年末年始における航空機の飛行自粛を
求める決議等２件が審議されました。

（審議結果は８面に掲載）

今定例会には、大和市議会の議決す
べき事件に関する条例の規定に基づき、
大和市総合計画基本構想の策定につい
ての議案が提出されました。

本市では、現総合計画に基づき、
「人」、「まち」、「社会」の３つを健康に
していく施策に取り組んできました。
新たな市政運営の指針となる第１０
次大和市総合計画における基本構想は、
引き続き、人やまちを良好な状態にし
ていくことを前提としつつ、これから
の１０年、市民の声を大切にし、市全
体で「つながり」を意識した取組を進
めることで、明るく楽しい未来への希
望に満ち、元気があふれる「みんなが
つながる健幸都市やまと」の実現を目
指し、策定するものです。

本会議における審議

総合計画基本構想審査特別委員長か
らの審査報告後、討論を経て、賛成多
数で原案のとおり可決されました。

賛成討論

⃝策定に至るプロセスにおいては、総
合計画審議会を中心に検討を進めなが
ら、市民意識調査やタウンミーティン
グ、パブリックコメントを積み重ね、
多くの労力を集中させてきたことに対
して感謝する。将来の本市をよりよく
するために市議会でも懸命に、基本構
想に沿った施策実現に前向きに取り組
んでいる。行政側でもこのような熱意
を酌んでもらい、指摘事項の妥当性を
認識した場合、都市計画マスタープラ
ンや個別計画に反映していただくこと
を期待して、賛成する。（自民新）
⃝少子高齢化が進む中、限られた予算
内で持続可能な行政運営をしていくこ
とは大変重要である。真に必要な施策
を取捨選択することは大変難しい局面
があると思うが、命に関わることを第
一に考えて、市民の声を聴くとともに
社会的情勢や時代の趨

すう
勢
せい

を見極めて判

断してもらいたい。今後、新しい総合
計画にのっとって、行政、職員、議会
が一体となり、市民がそれぞれの個性
と能力を発揮し、お互いにつながり支
え合う健康で幸せな大和市となること
を心から祈りつつ、賛成する。（公明）
⃝「つながり」に着目したまちづくりを
進めていく意図が込められた将来都市
像を掲げたものと捉えている。様々な
取組の方向性を整理し、バランスよく
示しており、今後の市の姿勢を分かり
やすく表現している。市の最上位計画
である総合計画の基本構想実現に向け、
市民、行政、議会が力を合わせて進ん
でいくことが求められる。基本構想を
実現し、多くの市民が幸せを実感でき
る、明るく楽しい未来への希望に満ち
た元気あふれる大和市として発展して
いくことを願って、賛成する。（自由）

反対討論

⃝市長が公約で掲げていることが見え
ない状況は極めて問題である。全てを
１期の間に行ってほしいとは思ってい
ないが、少なくとも方向性や計画があ
る程度示される、こういった大きな計
画の中にも一文添えられるのは最低限
である。また、行政経営の方針でうた
われている受益者負担の適正化という、
市の財政が赤字になってきたので使っ
ている方々に負担してもらおうと、保
険税や下水道使用料の増税につながる
考え方が組み込まれていることにも賛
同しかねるため、反対する。（虹の会）

総合計画基本構想審査
特別委員会における主な質疑

質疑　現行の総合計画は、まだ期間が
数年残っている。今回新たに総合計画

を策定するのはなぜか。
答弁　近年の市政運営は、つながりに
消極的であった。新たな市長が掲げる、
市民が幸せを実感できるまちづくりを
実現するために、新たにつくりたいと
考えている。
質疑　環境が今までよりも急激に変化
していることを考えれば、１０年は非
常に長いと思うがどうか。
答弁　基本構想が１０年、基本計画は
前期、後期と５年ごとに見直せる形で、
柔軟性がある。社会情勢の変化には対
応できる計画の期間と認識している。
質疑　市の財政がかなり逼

ひっ
迫
ぱく

している
と認識している。かなり戦略的に行政
のダウンサイジングをしないと、持続
可能な運営ができない。踏み込んで書
いたほうがいいのではないか。
答弁　財政はかなり意識していかなけ
ればいけない、事業の取捨選択も必要、
もらえる補助金も工夫してやっていか
なければいけない旨を示している。
質疑　つながりの創出で、市民活動等
様々なイベント、行政連携等もこれか
ら重要になってくると思うがどうか。
答弁　つながりが行政経営の基本的な
姿勢とうたっており、全施策に網羅的
に入り込むとの考え方で整理している。
質疑　フィルムコミッション事業だけ
強調しているのはどういう意味合いか。
答弁　同事業は市としてもイベント観
光協会を主軸に行っている。同協会の
位置づけもあり、強めに表現している。
質疑　行政側としての「いいね！」と
はどのような意味が含まれているのか。
答弁　市民が幸せを実感されて、最終
的に、一般的になっている「いいね！」
と思えるという形を表現している。

 １０月
  １１日   前市長による公共工事のやり直しに関する
           調査特別委員会
  ２８日   全国市議会議長会基地協議会関東部会総会
          が本市を開催市として開催され、議長が出席
  ２９日   神奈川県市議会議長会定例会が横須賀市
          で開催され、議長及び副議長が出席
  ３０日　厚木基地騒音対策協議会が横浜市で開催
          され、議長が出席
 １1月
   ５日　議員研修会
１４日　議会改革実行委員会
１９日　全国市議会議長会基地協議会理事会及び
          基地関係国会議員との情報連絡会が東京
          で開催され、議長が出席
１９日　議会運営委員会
２６日　議会運営委員会
           第４回定例会開会　
           本会議

 ２６日　広報委員会
 ２７日　総合計画基本構想審査特別委員会
 ２８日　環境建設常任委員会
 ２９日　文教市民経済常任委員会
 １2月
   ２日　厚生常任委員会
   ３日　総務常任委員会
   ４日　基地政策特別委員会
　　　   議会改革実行委員会
 １２日　議会運営委員会
 １３日　一般質問
 １６日　一般質問
 １７日　議会運営委員会
            一般質問
 １８日　議会運営委員会
 ２０日　本会議　
            第４回定例会閉会
 ２５日　広域大和斎場組合議会定例会が  
            本市で開催され、議長ほかが出席
 １月
   ８日　広報委員会
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そ の 他 の 主 な 委 員 会 質 疑

総務常任委員会

令和６年度一般会計補正予算（第８号）
質疑　市庁舎維持管理事業で、光熱費
の不足が見込まれるため、増額とのこ
とだが、対象となる物件はどこなのか。
また、原因はどこにあるのか。
答弁　電気料金は、本庁舎、第１分庁
舎、第２分庁舎、桜ヶ丘連絡所、シリ
ウスの５物件、ガス料金は、本庁舎、
第１分庁舎、第２分庁舎の３物件であ
る。原因は、令和６年は記録的な猛暑
になったことから、来庁者と職員の衛
生管理などを考慮して、空調の温度設
定や運転時間を柔軟に運用した結果と
捉えている。電気料金を構成する単価
の一つ、再生可能エネルギー発電促進

環境建設常任委員会

指定管理者の指定（大和ゆとりの森）
質疑　「地域と連携して新たな取組」
とはどのようなものが提示されたのか。
また、柔軟な対応が取れるよう、仕様
が変わっている部分を説明してほしい。
答弁　新たな地域との取組で、地域の
お祭り、こども文化祭を共同実施する
ような提案があった。利用者の要望に
応じ、可能な範囲で柔軟に対応してい
きたい旨の提案もあり、仕様で定めた。
市道路線の認定（下鶴間２３７号）
質疑　逃げ道を造らない理由は何か。
答弁　市道路線の認定要件は幅員４メ
ートル以上で車返しが必要となるが、
当該路線は幅員が６メートル確保され
ているため、車返しは不要となる。
市道路線の廃止（南林間１３号）
質疑　廃止となる経緯を教えてほしい。
答弁　奥にある住宅との通路となって

基地政策特別委員会

質疑　今回、小中学校防音工事の補助
金は不採択となったが、今後、防音工
事自体も諦めてしまうのか、新たに要
望するのか、対応は決まっているのか。
答弁　国は法令や要綱等に基づいて可
否を判断しているが、各学校で騒音測
定を１週間一定の時期に行っている。
授業時間内の騒音発生頻度と強度を測
り、一定の基準を満たせば採択とし、
１級から４級の工事種別を決定する。

厚生常任委員会

災害弔
ちょう

慰
い

金の支給等に関する条例の
一部改正
質疑　委員は医師、弁護士、市職員と
あるが、どの部分を重点的に調査し災
害弔

ちょう
慰
い

金等支給審査委員会に諮るのか。
答弁　診断書や診療記録等に基づき審
査するが、医師には医学的見地から死
亡と災害の因果関係を、弁護士には法
的な観点から因果関係を審査いただく。
屋内こども広場条例の一部改正
質疑　料金を改定する理由を説明願う。
答弁　全体の利用者数に占める市民と
市外民の割合が約４対６と市外の利用
割合が年々多くなっている。全体比率
の適正化を図るため、市外利用者の上
限額を改正する条例を提案した。
地域包括支援センターの職員及び運営
に関する基準を定める条例の一部改正
質疑　専門職の人材確保が大変難しい
ことから緩和していく改正だと思うが、
状況と考え方を伺う。
答弁　現在９つのエリアで地域包括支
援センターの設定を行っている。対象
者数がおおむね６千人を超えている状
況において、専門職が一時的に不足す

文教市民経済常任委員会

工事請負契約の締結(コミュニティセ
ンター下鶴間会館建替工事（建築）)
質疑　建物の設計、施工で、外観デザ
インにも配慮したとのことだが、どう
いった配慮のポイントがあったのか。
また、色や意

い
匠
しょう

への配慮もあったのか。
答弁　近接する諏訪神社の景観を妨げ
ないよう、外観のデザインに配慮して
いる。建物は２階建てであるが、神社
側に圧迫感を与えないよう、部分的に
セットバックして平家建てのような形
にしている。外観の色は主に茶系で、
神社の朱色の鳥居と合うように考えて
いる。外壁の素材も土壁風の風合いが
出るような塗料を塗る形で考えている。
質疑　利用者数の推移を教えてほしい。
答弁　下鶴間会館の現在の利用者数は
令和４年度は６０３９人、５年度は
８８７９人と、コロナ禍から徐々に回
復している傾向である。
質疑　今後設置するソーラーパネルの

賦
ふ

課
か

金の上昇も原因と考えている。
質疑　財政調整基金について、繰入れ
後の令和６年度末残高見込みは約４３
億８千万円とのことだが、本市の標準
財政規模の１０％は維持されるのか。
答弁　標準財政規模から見ると９．４
％で、直ちに財政運営上の問題がある
わけではないが、今後の財政運営にお
いても、１０％という目安に回復して
いけるよう、努めていきたい。

いた。居住者より、一体利用したい旨
の提案を受け、売払いの手続を行った。
市道路線の認定（南林間２１４号）
質疑　やまと防災パークに隣接する宅
地開発地内の認定だと思う。半分ずつ
開発しているが、そうする理由は何か。
答弁　今回の開発区域面積は３千平米
未満である。それ以上の開発行為には
公園設置が義務づけられているため、
３千平米を切るような区域設定をする
事業者もあるが、開発区域の考え方は
事業者の任意なので断定はできない。
市道路線の認定（深見２５７号）
質疑　寄附を受けるに当たり、交通量
や利用者の確認は特段判断基準には入
っていないと理解して間違いないか。
答弁　基本的には入っていない。
令和６年度一般会計補正予算（第８号）
質疑　公園施設更新等工事費について、
該当する公園を教えてほしい。
答弁　改修はつきみ野１号公園のトイ
レ、新設は札の辻２号公園である。

今回は一定の基準を満たす騒音が取れ
なかったとのことである。本市ではか
ねてから、短い期間の測定結果だけで
判断せずに、米軍ジェット戦闘機の飛
来等、騒音実態を勘案するように求め
てきている。また、現時点で国の第１
種区域等の見直しも行われていないの
で、みなし採択を継続してほしいと訴
えてきたが、引き続き要請活動等を行
い粘り強く求めていきたい。
質疑　打切り対象になった３校の学校
名を教えてもらいたい。
答弁　令和７年度に補助申請した学校

ることはあるが、充足している状況で
ある。３千人から６千人未満のエリア
で主任介護支援専門員、社会福祉士、
保健師の３職種がそろっていない場合
は、エリアを合算して基準を満たして
いるとみなす制度であるが、市として
は、みなすとした場合には足りない職
種に負担がかなりかかる状況があるの
で、現行で運営していきたい。
指定管理者の指定（障害福祉センター
松風園）
質疑　２つの団体から応募があり、総
合的な判断の結果、しらかし会が取っ
たが、具体的な理由を説明願う。
答弁　支援困難な障害児者の受入れ、
重度重複障害者に対する支援、地域福
祉ニーズへの対応、人員の配置で高い
評価を受けている。児童発達支援セン
ターの中核機能を強化するため、障害
児相談支援事業や保育所等訪問支援事
業を通して、さらに充実していく目標
を掲げたところが高く評価された。
令和６年度一般会計補正予算（第８号）
質疑　保育所等施設型給付事業で「入
所者数の増加等に伴い、増額」とある
が、予算比で見込みはどのくらいか。
答弁　保育所部分で６０７名の増加と
見込んで提案した。

規模について教えてもらいたい。また、
どれぐらいの電量を賄えるのか。
答弁　太陽光発電設備６．１５キロワ
ット、蓄電池６．３キロワットアワー
の容量である。発電電力を無駄なく電
灯、コンセントに供給できる６．１５
キロワット相当が妥当と決めた。
令和６年度一般会計補正予算（第８号）
質疑　学校給食管理費について、食材
料費の高騰分に対する補助金の増額と
ある。当初予算を組む段階でもある程
度分かっていたと思うが、見込みより
も、もっと物価高騰があったのか。
答弁　当初予算時にも、ある程度の物
価高騰分は見込んで算出していたが、
令和６年度４月１日付で米飯や牛乳の
価格高騰通知があり、さらに上がった。
質疑　補正の内訳は小学校、中学校で
１食当たり幾らか。牛乳、米は県から
の購入だと思うが、他市も同じように
こういった補助をしているのか。
答弁　現在の給食費は小学校が１食
２４５円、中学校が２８０円である。
当初予算の補助金では小学校３７円、
中学校５７円で、今回の物価高騰に伴
い、小学校はさらに１２円、中学校は
９円を加えたいと考えている。米飯と
牛乳は県内自治体が統一して県の学校
給食会から物資を購入している関係で、
どの自治体も金額が上がっている。他
市では、９月補正の自治体もあれば、
１２月補正の予定という自治体もある。

は、大和市立大和小学校、深見小学校、
上和田中学校である。
質疑　新しい消火薬剤の安全性は十分
確認されているのか。
答弁　米側からの発表内容によれば、
原料にＰＦＡＳを含まない非フッ素泡
消火薬剤に変更、あるいは水による消
火設備に移行、世界的に見ると、全米
軍施設は２０２５年１０月１日までに
処理を完了する予定とのことである。
質疑　令和６年１１月２０日に第五次
爆音訴訟の判決が出た。判決に対して
市はどういう考え方を持っているのか。

答弁　一定の騒音がいまだ基地近傍地
域では残っているとの判決内容で、損
害賠償が命じられたことは承知してい
る。市長も、５０年近くに及ぶ騒音訴
訟において、空母艦載機移駐後初めて
の判決で大変関心を持っており、現に
生じている騒音が基地近傍地域に暮ら
す市民の日常生活にいかに影響を及ぼ
しているかを司法が示したものと捉え
ていること、引き続き、いまだ残る騒
音問題に対して解決に全力で取り組む
ことを改めて国に強く望みたいとのコ
メントを発出している。
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一　般　質　問 （12月 13日・16日・17日）

質問　デジタルスクリーンが子どもの
脳に与える影響が極めて深刻とするデ
ータが積み上がり、欧米諸国でモバイ
ルデバイスの学校使用禁止が次々と広
がっている。東北大学加齢医学研究所
所長の川島隆太先生が、宮城県仙台市
の公立小中高校に通う７万人の子ども
たちの学力や生活習慣のデータを１０
年間追跡調査し、スマホを使う頻度の
高い子どもの脳をＭＲＩ装置で調べた
ところ、学力を含む子どもたちの認知
機能に大きく関わる大脳の約３分の１
の領域と、大脳白質の多くの領域の発
達が止まるという衝撃の結果が示され
た。しかし、日本ではデジタル教科書
が今春、本格導入と全く逆行している。
子どもたちの未来を守るため、小学生
のタブレット運用は大幅に縮小すべき
ではないか。また、中学生にもリスク
情報の周知や過度にデジタルに偏らな

質問　本市の地域子育て支援拠点は、
桜ヶ丘にある子育てセンター、こども
ーる中央林間、こどもーる鶴間、こど
もーる大和、こどもーる高座渋谷の５
か所にある。買物帰りに立ち寄ること
ができ、気軽に利用できるが、オープ
ンスペースなため外に出てしまうなど
課題が上がっている。ベビーカーを押
していけるような身近な地域で、子供
同士遊んだり、同じくらいの子供を持
つ親同士相談したり子育て情報を交換
できる場所が求められている。そこで
伺うが、次期こども計画で拠点を増や
す考えはあるか。また、身近な地域へ
の設置を望む声があるがどう考えるか。
答弁　次期計画の素案では、現行同様
市域に５か所設置としている。現在の
拠点は駅近郊や商業施設など利便性の
高い場所に設置しているが、より身近
な場所への設置についてはゼロ歳から

質問　大和市の行財政運営は非常に厳
しい。１０３万円の壁を突破し、国民
の手取りが増える一方、見込まれる市
財政減収額は約５０億円。契約案件、
人件費の高騰に加え、大木前市長時代
に建設した数多くの公共施設の市債償
還、指定管理料や委託料。高齢化進行
による扶助費増加、さらには、空母艦
載機の岩国基地移駐が実現した反面、
小中学校防音工事の補助不採択など厳
しさが増しており、事業や予算の再構
築を進め、持続可能な市政運営を行う
必要がある。この緊急事態一歩手前で
ある、本市の行財政運営について、市
長の考えを伺う。
答弁　令和７年度予算編成は、現在歳
出予算精査中だが、精査前要求段階に
おいて歳入不足額が約３８億円で、多
額の収支不足が生じている。現状を踏
まえ、私から全部長等に、全事業費の

い運用が求められると考えるがどうか。
答弁　健康面に留意した指導や、端末
の使用時間を制限する等の対応を行っ
ている。また保護者にお便り等を通じ、
長時間使用や就寝前使用の注意を呼び
かけており、引き続き、健康面に留意
し、必要なＩＣＴ環境を維持していく。
要望　使用時間の制限は抜け道があり、
状況は市も把握していると思う。また
教育用端末には億単位の維持費がかか
り、今の財政状況では厳しいことも含
め、運用見直しの検討を要望する。

２歳の未就園児が対象となるこども誰
でも通園制度の今後の動向や利用者の
ニーズ等を勘案しながら、当該計画の
中間見直しをめどに検討していく。
要望　地域に子育て拠点が点在してあ
ることで、子育ての不安や悩みを相談
したり、孤立を防ぎ、つながりを持つ
場として、広場の拡充を強く要望する。
質問　２０２６年にこども誰でも通園
制度が始動されるが、保育士の負担が
増え子どもの安全が確保できるか心配
される。こども誰でも通園制度におけ
る保育士等の確保についてお聞きする。
答弁　人員配置基準等制度の詳細につ
いて、国の動向を注視し、情報収集を
進めるとともに、試行的事業での事例
を参考にしながら検討を進めていく。
要望　一番に子どもが安心安全に過ご
すことが担保されるよう、保育士の確
保と保育士処遇の改善を強く要望する。

見直しを行ってほしいと伝えた。未来
の世代に負の遺産を引き継がないため、
歳出を身の丈に合ったレベルに縮減し、
硬直化した財政の一刻も早い改善が責
務である。一方、例えば廃止したもの
でカラオケ大会があるが、公共放送と
同じようにではなく、シリウスを借り、
カラオケの機械を入れ、司会者を例え
ばボランティアでやれば、費用の９割、
８割が削減できる。そうやって市民が
喜ぶものは、財政運営に極力負担をか
けず実施できないか検討したい。

一　般　質　問
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安心して育てられる子どもの環境を

神奈川ネットワーク運動　吉田　なな

緊急事態一歩手前の行財政運営
　古谷田市長の勇気と責任ある決断を

自民党・新政クラブ　井上　貢

質問　先日、ごみ拾いをスポーツ感覚
で楽しむスポＧＯＭＩやまとが新規開
催され大盛況だった。今後のさらなる
宣伝のため、地元中学高校等へのアピ
ール、協力企業への周知が必要だ。ス
ポＧＯＭＩで回収したごみの量、来年
度以降の実施に向けての課題と取組、

企業や自治会へのアピールについて伺
う。また、最近、西鶴間の一定の場所
で連日犬のふんが放置されており、住
民から相談を受け、市職員と対策に取
り組んできたが、さらなる対策が必要
と考える。過去の犬のふん対策につい
て伺う。さらに、西鶴間地区のような

場合の今後の対策について伺う。
答弁　大和駅と中央林間駅の周辺で開
催したスポＧＯＭＩでは２大会合計で
５６チーム、２００人以上が参加し、
ごみ回収量は約２００キロとなった。
令和７年度以降は学校等に広く周知し、
若者も楽しく参加できるイベントとし
て継続、実施したい。市として寄附を
集める試みも含めた新規清掃イベント
だったが、１０を超える企業等から商
品などを提供いただき、また、地元自
治会や団体等による交通安全確保等の
サポートもしていただいた。このイベ

ントをさらに魅力的なものにするため
には、企業や団体、自治会等の協力が
不可欠である。今後の開催に向け、よ
り多くの企業等に賛同いただけるよう
周知したい。また、これまで犬のふん
放置対策としてイエローチョーク作戦
等を実施してきたが、頻繁に犬のふん
が放置される土地所有者等には市が所
有する不法投棄未然防止のための監視
カメラ貸出しも行っており、その活用
も効果的である。
その他の主な質問項目
〇スケートボード場の整備について

質問　高座渋谷駅周辺は区画整理事業
完了から新たに駅の東西を自由に行き
来できるような自由通路を整備しても
らえないかという要望が寄せられてい
る。他の駅は自由通路があり、東西を
行き来できるが、高座渋谷駅は北側か
南側の踏切を渡らなければならない。
例えば小田急線で予期せぬ事故や災害
が発生して、駅付近に電車が停車した
ままとなった場合、同時に踏切も遮断
したままとなり、東西の往来ができな
くなってしまう。もし近隣小中学校に
通う児童生徒の通学時や帰宅時にこう
したケースが発生した場合、より遠く
の踏切へと遠回りせねばならず不安を
与えかねない。子供たちや周辺住民が
安全に往来できるように東西の自由な
往来手段の確保を、もしくは非常時に
は駅の改札を通って東西の往来ができ
るよう、小田急電鉄へ要望できないか。

答弁　高座渋谷駅は駅周辺の区画整理
事業により駅の東西に改札口を整備し、
また駅の南北それぞれに踏切が配置さ
れ、駅周辺における回遊性や東西間の
歩行者動線にも配慮してまちづくりが
行われた。しかし、事故等により長時
間にわたり踏切が開かなくなった場合、
駅の近くでは東西間の移動が困難な状
況となることが想定されるため、小田
急電鉄に対し駅構内を通行できるよう
にするなど東西間の移動対策の検討を
要望していく。

清潔できれいなまちづくり推進を
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高座渋谷駅の東西の
　　　　　　自由な往来手段の確保を
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子どもの脳を壊す教育デジタル化　
　　大和も諸外国を見習い、見直しを

虹の会　石田　ゆたか

高座渋谷駅周辺の踏切

大和市の予算書と決算書



一　般　質　問 （12月 13日・16日・17日）

質問　令和５年９月の一般質問で子宮
頸がんワクチンの啓発の必要性につい
て取り上げ、令和６年７月、工夫を凝
らしたキャッチアップ接種の案内はが
きを対象者に送付していただいた。お
かげで令和４年度８８０名、５年度
１４４２名であったキャッチアップ接
種者数が、令和６年度は、９月末時点
で２３６１名と大幅に伸びている。厚
生労働省はキャッチアップ接種の期限
を来年度まで延長する方針を決定して
いる。一人でも多くの対象者にワクチ
ンが届くよう、本市において小中学校
と医師会が連携した啓発活動の実施が
必要であると考えるが、いかがか。
答弁　ＨＰＶワクチンについて、国は
ＳＮＳやリーフレット等を活用し周知
啓発を図り、接種推進に努めている。
本市においてもそれらの通知や情報を
学校へ周知している。また、大和市学

質問　戦争についてしっかりと思いを
巡らし、その上で平和のために何がで
きるのか、さらに基地政策をどうする
べきかをいま一度考えてみたい、その
ような趣旨で、戦争に対する市長の認
識、平和のための取組、基地対策の目
的と取組について、質問する。
答弁　戦争は二度と起こしてはならな
いと胸に刻んでいる。本市は人類の永
遠の平和を希求し、真の恒久平和を実
現するため、昭和６０年に平和都市宣
言を行い、市民団体や公募市民及び市
議会各会派の選出議員で構成される大
和市平和都市推進事業実行委員会と
様々な事業を展開している。日本非核
宣言自治体協議会にも加盟し、平和へ
の取組を進めている。世界の平和と安
定を願い、近隣市とも連携し、各種平
和事業を実施していく。
　厚木基地は昭和１３年に建設されて

校保健会では、学校、医師会、ＰＴＡ、
教育委員会等が連携して児童生徒の健
康増進に取り組んでおり、令和７年度、
学校関係者向けに医師会による子宮頸
がん及びワクチンに関する講演会を予
定している。教育委員会としては、医
師会と連携し、正しい知識の普及啓発
に努めていく。　
その他の主な質問項目
〇新教育長に問う
〇ペアレントトレーニングを通じた親
子関係形成支援について

以来、様々な機能や役割を有してきた
が、その所在により、市民は長年に渡
り多大な負担を強いられてきた。その
ため本市では、返還を最終目的に掲げ
ながら、基地に起因する諸問題の解決
と市民負担の解消に向けた取組を進め
てきた。平成３０年に空母艦載機の移
駐が実現したが諸問題もいまだ生じて
おり、引き続き基地問題の解決に向け
た取組を進める必要がある。一方で、
基地との交流促進や基地施設の活用と
いった新たな取組も今後検討していく。

質問　日本の安全保障政策は専守防衛
から敵基地攻撃能力の一層の強化が図
られている。日本政府は、台湾有事に
備えて、我が国の防衛の最前線である
南西諸島地域に次々と基地を建設して
いる。それは、南シナ海で海洋進出を
加速させる中国とフィリピン、台湾が

激しく対立している背景があるからで
ある。
　厚木基地の騒音被害をめぐる第５次
厚木基地騒音訴訟の判決が令和６年
１１月２０日に横浜地方裁判所で出た。
内容は騒音を違法と認め、国に損害賠
償を命じた。航空機の差止め請求につ

いては、米軍の航空機は日本政府の法
的支配の及ばない第三者であるという
第三者行為論を採用し認めなかった。
米軍に対しては日本の法律の適用は受
けないと解釈している。この裁判では
人間が受ける騒音暴露量と住民反応と
の関係を明らかにしたが全く採用さ
れなかった。第５次厚木基地騒音訴訟
の判決を受けて市の考えはどうか。
答弁　我が国の安全保障環境は、戦後
最も厳しく、複雑な状況にあると言わ
れ、国は国家安全保障戦略など安保３
文書を策定し、防衛費の増額を含めた

計画的な防衛力の強化を進めている。
　このたびの判決は、およそ半世紀に
わたる厚木基地の騒音訴訟において、
空母艦載機移駐後の騒音状況とその被
害に対する初めての司法判断となるこ
とから大きな関心を抱いていた。判決
の中で、移駐後の騒音について一部地
域で違法性を認めたことは、騒音が市
民の日常生活にいかに影響を及ぼして
いるか、司法が示したものと捉えてい
る。引き続き、国に対し、騒音被害の
軽減を求めていくとともに、基地周辺
対策の拡充、補償等を強く求めていく。
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ビッグデータの活用による
　　　　生産性向上、政策精度向上を

自民党・新政クラブ　渡辺　伸明
質問　自治会内の直接的な関わりを大
切にしつつ、実態に合わせたデジタル
化の推進が必要だが、市の見解を伺う。
答弁　新総合計画に掲げる将来都市像

「みんながつながる健幸都市やまと」
の実現には、地域コミュニティーの中
心である自治会活動を支えていく必要
がある。自治会業務の効率化を図り、
若い世代が関わりやすくするためにも、
デジタル化に取り組む自治会を積極的
に支援したい。一方、地域住民が日頃
から顔の見える関係にあることは、い
ざというときに共助の取組にも寄与す
ることから、地域でのつながりは大変
重要だと認識している。自治会が実施
している取組の情報発信や意見交換の
場を設けるなど魅力ある自治会イベン
トの実施ができるよう支援していく。
質問　実際に防災意識を持つことがで
き自助、共助へとつながるかがポイン

質問　ビッグデータ活用は、業務効率
化での生産性向上、データ利活用によ
る政策精度向上、歳入拡大等に役立ち、
様々な自治体で先進的取組が行われて
いる。本市オープンデータ等のビッグ
データ利活用の現状と今後の取組、活
用目的をどう考えるのか伺う。また、
ＥＢＰＭに活用できるデータ整備状況
と今後のデータ整備の考えを伺う。
答弁　行政機関は様々なデータを保有
しており、本市では公共性の高いデー
タを中心に、市ホームページで公開し
ている。データを所管する部署では、
事業実施に際し従前からバックデータ
として利用しているほか、国などの統
計データ等も併せて、把握した地域特
性内容や分析結果を各種計画に取り入
れるなど活用している。また、本市で
もＥＢＰＭへの職員のより一層の理解
浸透を図るため、デジタルリテラシー

トだと思うが、防災フェスタ２０２４
ｗｉｔｈ消防体験フェスティバルを通
じて、市民に何を届けられたのか。
答弁　災害時の行動について「知って
いる」と「できる」の違いを実際に体
験してもらったことで、市民一人一人
の災害対応力を高めるきっかけにつな
がった。事前の備えの重要性を伝え、
自助、共助の必要性を実感してもらう
大切な機会になった。
その他の主な質問項目
〇通学路の安全対策について

研修にＥＢＰＭを取り入れ、人流デー
タ分析ツールの試行導入を実施するな
ど、データ利活用を推進している。
質問　経産省と内閣官房が提供してい
る地域経済分析システムを活用し、本
市の地域経済分析を行い、産業振興策
を検討することへの市の考えは。
答弁　地域経済分析システムのような
客観的データに基づいた、地域の現状
等の把握、施策立案や事業実施の検討
は大変重要と考える。一方、地域にお
けるＩＣＴ利活用の現状に関する調査
研究では、具体的な利用イメージ、効
果、メリットが明確でないと回答した
自治体が半数以上で、利活用には課題
もあると捉えるが、施策を展開する中、
地域経済分析システムのデータをどう
有効活用できるか調査研究する。
その他の主な質問項目
〇大和市における農業政策について

戦争へ準備進む、厚木基地はいかに
　　　　　　第５次爆音訴訟の判決は
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デジタル化の推進と人とのつながり
　　活用すべきものと大切に残すもの
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一　般　質　問 （12月 13日・16日・17日）

質問　小中学校の適正規模は１２学級
から１８学級で児童数は３５０人から
５４０人である。北大和小は１１１６
人、中央林間小は８５９人、林間小は
１０４７人、緑野小８６２人で、適正
規模を超える大規模校または過大規模
校という状況である。これまでは通学

区の見直し、柔軟化等で対応している
が、大規模校や過大規模校では、学校
行事等において係や役割分担のない児
童生徒が現れる可能性があり、一人一
人が活躍する場や機会の減少、同学年
でもお互いの顔や名前を知らないなど、
人間関係の希薄化、卒業式や入学式、

運動会等、学校行事の長時間化などの
弊害が挙げられる。さらに、学校運営
でも、教員集団として、児童生徒一人
一人の個性や行動を把握し、きめ細か
な指導を行うことが困難であり、問題
行動が発生しやすい場合がある、特別
教室や体育館、プール等の利用に当た
り、授業の割当てや調整が難しくなる
などの問題が指摘されている。加えて、
林間小では、２００名を超える児童ク
ラブの肥大化も課題となっている。教
育環境の整備は最も基本的な市の役割
で、１クラスの人数も今後は２５人学

級へと進展すべきと考える。新設校を
含めた対策について、市の見解を伺う。
答弁　過大規模校は、大和市立小中学
校規模適正化基本方針に基づいて対応
しており、令和７年度から小学校の全
学年が３５人学級となるが、現在、新
設を要するまでの増加は予想されず、
新設の必要はないと考える。マンショ
ン建設や宅地開発により、児童生徒数
が大幅に増加する可能性に注意しつ
つ、通学区域の弾力的運用や再編、教
室の改修や増築など、様々な手法を活
用し、教育環境の整備に努めていく。

質問　昭和４９年に完成した市役所本
庁舎をいつまで利用するのか。市役所
が抱える現状の課題と新庁舎整備に関
する構想や計画の策定に至る市の判断
基準、予算確保等の取組について伺う。
答弁　大和市公共施設保全計画におい
ては、本庁舎の耐用年数を６０年に設
定しており、引き続き定期的な点検や
計画的な改修工事を実施していくこと
で、さらに延命を目指していく。
　本庁舎や保健福祉センターなどにお
ける一部サービスにおいて、来庁され
る方に庁舎間の移動をお願いする場合
があり、御不便をおかけすることがあ
る。また、職場環境においても、職員
の庁舎間の移動はもとより、庁舎建設
時と比較して人員や組織体制が拡充さ
れたことによる事務スペースの狭

きょう
隘
あい

化など、業務効率にも一部影響を及ぼ
している面があるが、現時点において

質問　基本構想の将来都市像に「みん
ながつながる健幸都市やまと」が掲げ
られた。本市の市民幸福度調査では、
幸せにとって重要なもの、との設問で
最も多かったのは心身の健康であった。
世代を超えた、多くの市民の健康に対
する意識啓発と運動習慣につながる健
康イベントを実施してはどうか。
答弁　世代を超えた交流、様々な分野
をまたぐ連携とつながりを踏まえたイ
ベントの開催や事業の展開を進める。
質問　共生社会実現に向けて、複合的
な福祉課題の相談を関係機関で一体と
なり支援する「福祉ここから相談窓口」
の設置を評価している。さらに既存の
制度で対応できないニーズに対応し、
解決・支援するための重層的支援体制
整備事業の実施について問う。
答弁　広域的な官民連携のプラットフ
ォーム構築のためのリソース調査を近

は、限られた財産を最大限に活用し、
来庁者の皆様の利便性向上や職員の職
場環境の整備を図ることに尽力するこ
とが求められているものと考えている。
　一つの目安として、竣工後６０年を
迎える頃までに建て替えやその他の手
法を含め議論を行いたいと考えてい
る。軀

く
体
たい

ではなく、建物内部もかなり
老朽化している。新庁舎の整備は、将
来的には避けては通れない課題であ
る。様々な業務や行政機能の在り方、
保健福祉センターなどの公共施設の配
置、自然災害の対応など、幅広く多様
な視点を持って取り組む必要がある。
　また、新庁舎の整備には多額の費用
を要することが想定されるため、民間
資金等を活用するＰＦＩなどの手法を
含め、新庁舎の整備を行った自治体等
の事例などを参考にしつつ、本市に適
した手法を調査研究していきたい。

隣４市合同で実施し、推進していく。
質問　誰もが安心して暮らせる安全な
まちは大事であるが、関東で住宅侵入
強盗が連続発生しており市民に不安が
広がっている。地域ぐるみの防犯意識
向上と防犯設備設置を支援する等防犯
住宅の推進が必要と考えるがどうか。
答弁　他自治体の取組も参考に、効果
的な防犯対策について今後検討する。
要望　市民の命と財産を守るため危機
感を持って、今できることをすぐに実
施していただきたい。

質問　こども基本法が、子どもの権利
条約にのっとり基本的人権が尊重さ
れ、年齢や発達段階に応じて自己に直
接関係する全ての事柄について意見を
表明する機会が保障されると規定をさ
れたことは重要である。真の「こども
まんなか社会」の実現には大人が子ど
もの権利を理解し、子どもが安心して
意見表明できる環境を整えて本気にな
って取り組まなければならない。子ど
もが安心して本音を言える、本音の中
にある思いが表現できる環境づくりが
大切である。それに関わる大人がしっ
かり理解をしていかなければならない
が、啓発をどのように行っているのか。
答弁　子どもは守られる対象であるだ
けでなく、権利を持つ主体であること
の認識を向上させるため、子どもの権
利条約やこども基本法の趣旨や内容に
ついて、職員研修を実施するとともに、

市民には、国や県とも連携を図りなが
ら啓発を進めていきたい。また、子ど
もの声を聞く際には、年齢や発達の程
度に応じ適切な場面や方法で聞き取る
ことが重要であることから、意見を言
いやすい環境整備に配慮するよう、職
員に対して啓発していきたい。
要望　子どもの権利についての理解を
広げ、社会全体で子どもたちを支えて
いくことが必要と考える。理念をしっ
かりと掲げて、市民とともに進めても
らいたい。

質問　学校避難生活施設は、災害発生
時に避難された地域の方々が一定期間
臨時に生活拠点として利用するもので
あるが、夏場、冬場の暑さ寒さ対策な
ど、避難生活を維持していく上で必要
な設備等を備えている必要がある。避
難場所としての側面で考えると、学校
の立地によっては、地域の方がいざ避
難しようとする際に近くに入り口がな
い、また、いわゆる裏門の場合、入り
口が狭く大きな段差があるなどによっ
て、高齢者や車椅子を利用する方など
配慮が必要な方々が、広大な学校用地
を迂回して正門等に向かわなければな
らないという課題がある。高齢者の方
や障がいをお持ちの方が、災害時に安
全に学校施設に避難するための学校の
出入口への配慮について伺う。
答弁　学校敷地への出入口など移動経
路上の配慮については、過去の災害時

に避難所として役割を果たした他市の
学校施設において、段差が解消されて
いないため要配慮者等の出入口として
支障を来した事例もあると聞いている。
議員から提案の学校出入口の配慮につ
いては、災害時や緊急時など、いざと
いうときに円滑な移動が行えるよう勾
配に配慮したスロープや手すりの設置
など、バリアフリー化のさらなる推進
に努めていく。
要望　新たな出入口通用門の設置を推
進することを期待する。
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一　般　質　問 （12月 13日・16日・17日）

質問　国道４６７号線藤沢町田線に沿
うように、旧藤沢町田線、旧県道、旧
道などと呼ばれている道路がある。朝
の通学、通勤時間に大通りが混み合う
ため、抜け道として車が通過している
のをよく見かける。徒歩、自転車の方
が多くいる中で、自分勝手な運転、速

度を超過して走る車が多数いることは
危険である。令和６年９月末時点で市
内の交通事故件数４３０件中２９２件
が市道で起きている。内訳では横断歩
道の事故が５１件もあり、横断歩道や
標識では、子供たちや地域の方の命、
安全を守り切れないと言えるのではな

いか。そこで物理的に装置を置いて、
速度を強制的に落とすことが肝腎だと
考える。そのためにゾーン３０プラス
の認定を取得してはいかがか。令和３
年８月から警察と道路管理者が連携
し、最高速度３０キロの区域規制とハ
ンプなどの物理的デバイスの適切な組
合せにより、交通安全の向上を図る区
域をゾーン３０プラスとして設定する
施策である。生活道路、通学路におい
ては、人優先の安心安全な通行空間が
大切ではないか。交通安全対策につい
て、市の見解を伺う。

答弁　大和市交通安全対策協議会にお
いて、街頭啓発キャンペーンを実施し、
交通安全を呼びかけるとともに、各種
の交通安全教室においても交通ルール
の向上に取り組むほか、通学路点検を
通じて危険な道路を把握し、事故の発
生を防ぐ対策に努めている。また、主
要交差点への車止め設置や通学路のカ
ラー舗装などの交通安全施策の整備を
実施している。ゾーン３０プラスの実
施は、総合的な交通安全対策を講じる
ことができると捉えており、活用に向
けた検討を行いたいと考えている。

質問　全国的に不登校児童生徒数は約
３４万６千人と１１年連続で増加して
おり、そのうち約１９万人は９０日以
上の長期欠席をしている状況である。
大和市も不登校児童生徒数は毎年増加
傾向であるが、大和市の不登校支援に
ついての新教育長の見解を伺う。
答弁　国は、児童生徒が自らの進路を
主体的に捉えて社会的に自立すること
を目指す必要があると示しており、い
かなる学びの場でも、その先に子ども
たちが将来進んでいく社会があるとい
う観点に立ちつつ、不登校対策として
未然防止、早期発見、早期対応、継続
的な支援の観点が重要であると考えて
いる。
質問　小学校の不登校児童の増加に対
し、早期に対応していく観点から、不
登校児童支援員の全小学校配置によ
り、小学校の不登校支援の強化を図る

質問　環境省が協力を呼びかける脱
炭素化活動「デコ活」は、２０５０年
カーボンニュートラル及び２０３０年
度削減目標の実現に向けて、国民の行
動変容やライフスタイルの転換を強力
に後押しするための国民運動の愛称で
ある。運動の背景には、脱炭素を認知
している一方で、具体的な行動に結び
ついていない状況があり、「デコ活」を
周知、啓発することにより、行動変容
を促す効果が期待できるのではないか
と考える。

そこで、市民・事業者・行政が自分
事と捉え、協働の意識で脱炭素社会を
目指すために「デコ活宣言」に取り組
んではどうか。また、電気自動車の普
及拡大に向け、新たな施策として電気
自動車の購入補助事業を検討してはど
うか。
答弁　今後、市民や事業者へのさらな

必要があると考えるが見解を伺う。
答弁　支援体制の充実のため、校内教
育支援センターの小学校への全校設置
と、不登校児童支援員の小学校への全
校配置を目指していく。
質問　子どもは保護者の不安をじかに
受け止める傾向からも、保護者支援が
重要と考えるが、支援体制を伺う。
答弁　年４回の保護者会の際、進路に
ついての話題が多くなっていることか
ら、進路情報の提供や個別相談等を通
して、不安や悩みの解消に努めている。

る周知啓発や本市の取組のアピールな
どの効果も踏まえ、「デコ活宣言」の
実施に向けて検討する。また、電気自
動車については、温室効果ガスの削減
とともに、家庭や企業における車の燃
料費や維持管理費の削減にもつながる
ことから、国や県の購入費補助を市民
の事業者に周知するとともに、国費を
活用した新たな市の補助事業の可能性
についても検討していきたい。
要望　「デコ活宣言」について市民、
事業者とともに取り組めるよう、周知
を工夫し、早期実施に期待したい。
その他の主な質問項目
〇健康増進に向けたＣＯＰＤ対策につ
いて
〇安心して搾乳できる環境づくりにつ
いて
〇ＨＰＶワクチンのキャッチアップ接
種の条件付期間延長について

質問　政府は、令和６年度で期限切れ
となる企業版ふるさと納税制度につい
て、控除額を拡大している特例措置を
延長する方針を固めた。自治体に寄附
した企業の税負担を大幅に軽減する特
例を維持し、期間は５年を軸に最終調
整している。財政が逼迫している大和
市の状況は重々承知しているが、攻め
の姿勢も忘れず、事業仕分と同時に取
り組んでもらいたい。企業版ふるさと
納税を使い、例えば、やまと冒険の森
フィールドアスレチックを再開発、引
地台公園にジャブジャブ池を造るなど、
新規事業挑戦に活用してほしい。大和
市ならではの企業版ふるさと納税につ
いて、これまでの実績、制度の要件、
今後の積極的な活用について伺う。
答弁　企業版ふるさと納税による寄附
受入れに際しては国から地域再生計画
の認定を受ける必要があり、寄附対象

事業は新規充実事業でなければなら
ず、寄附額の下限は１０万円であるこ
と、事業費以上に寄附を受け入れては
ならないなどの要件がある。現在、国
で令和７年度以降の延長について議論
中で、制度延長の場合には、新規事業
実施の貴重な財源確保策として、これ
まで以上に制度を重要視し、活用可能
性を検討したい。なお、令和４年度に
１件、１００万円を受け入れた実績が
あり、中央林間駅近くの星の子ひろば
の整備事業に活用させていただいた。

質問　次期大和市総合計画において、
「つながり」がキーワードとして掲げ
られている。その対極にある孤独や孤
立という現代の課題に対して自治体と
してどのような対策が取れるのかを考
える必要性を強く感じる。市民が孤立
を感じずに、つながりの中で安心して
暮らせる大和市を目指すための施策と
して、孤独・孤立対策をどのように進
めようと考えているのか。
答弁　令和４年９月にこもりびと支援
条例を制定し、必要な支援につながる
ことのできる地域社会の実現に向けた
取組を進めてきた。また、令和６年度、
座間市が提案し採択された内閣府の地
方版孤独・孤立対策官民連携プラット
フォーム推進事業で、社会参加に理解
のある団体や法人等に対するリソース
調査を綾瀬市、海老名市と共同実施自
治体として取り組んでいる。

質問　こもりびと支援窓口相談件数及
び実施している具体的な事業を伺う。
答弁　令和６年度の相談件数は１１月
３０日までに４８４件、窓口を設置し
た令和元年１０月以降の累計で、当事
者実数３７１名に対し延べ２９３４件
の相談対応をしている。支援事業とし
て、当事者同士、家族同士が自由に対
話する集いの場、当事者が安心して参
加できる居場所、専門家やひきこもり
体験者を講師とした講演会を開催し、
こもりびとへの理解促進を図っている。
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　貴重な財源確保策
　　　　企業版ふるさと納税の活用を

自由クラブ　河
かわ

内
ち

　たかあき

生活道路と通学路の安全対策を

立憲民主党　北
きた

島
じま

　康
こう

平
へい

脱炭素化の促進に「デコ活宣言」で
　　　　　　ライフスタイルの転換を

公明党　河
かわ

端
ばた

　恵
え

美
み

子
こ

全ての子どもの学びを
　　　　　　　保障していくために

神奈川ネットワーク運動　布瀬　めぐみ

大和市不登校特例校の１教室

やまと冒険の森フィールドアスレチック



一　般　質　問 （12月 13日・16日・17日）

大和市事務分
ぶん

掌
しょう

条例の一部を改正す
る条例が提出されました。

その内容は、第１０次大和市総合計
画の将来都市像案「みんながつながる
健幸都市やまと」を実現し、質の高い
行政サービスを提供していくため、組
織体制を見直し、部の再編等を行うも
のです。

本会議における審議

所管の総務常任委員長からの審査報
告後、討論を経て、賛成多数で原案の
とおり可決されました。

本条例は、令和７年４月１日から施
行されます。

総務常任委員会における主な質疑

質疑　行政組織の見直しに当たって基
本的な考え方を整理して教えてほしい。
答弁　新しい大和市総合計画の将来都
市像案「みんながつながる健幸都市や
まと」を実現するための組織、市民に

分かりやすい組織、行政サービスの向
上に資する効率的な組織の３点を構築
することについて、令和６年８月に開
催した行政改革推進本部会議で、その
方向性について了承を得て進めてきた。
質疑　組織改編による評価や組織体制
を振り返る機会の予定はあるのか。
答弁　組織そのものについて評価する
機会は特に予定していないが、本市を
取り巻く環境が変わっていく中では、
特に組織体制については柔軟に対応し
ていく必要があると考えている。今後、
様々な課題等により組織の見直しが必
要な場合は、その都度、行政改革推進
本部会議等の中で検討を進めたい。
質疑　健幸・スポーツ部は、文化、医
療、スポーツと多岐にわたっている。
特に健康づくり推進課や医療健診課な
ど幅広くなっているが、どうなるのか。
答弁　健康づくりは、もとより、心身
の健康の維持に大切な役割を果たすス
ポーツや生涯学習、文化芸術の振興を

質問　教育委員会や文科省等が定める
カリキュラムのみに従う、学校という
監獄と変わらない統制と服従を求めら
れる日本の義務教育システムの在り方
や問題点をどのように考えるか。
答弁　教育委員会としては、多様な学
びの場と方法を保障しつつ、学校が一

人一人の子供たちにとって楽しく魅力
的な場所となることを目指すとともに、
誰一人取り残すことがない学びの実現
に向けた取組を各小中学校と連携して
推進していく。
質問　読み書きそろばんを愚弄し、あ
ざ笑ったゆとり教育についての大和市

の評価はどのようなものか。
答弁　ゆとり教育は、過去、国の教育
の在り方として、自ら学び、自ら考え
る力など、生きる力をゆとりの中で育
んでいくことを目指す教育として示さ
れ、全国の学校において特色ある教育
活動が行われたものと認識している。
質問　文明の発展と共に多様性の進む
現代では、子供の特徴を把握している
親が家庭でホームスクーリングによっ
て教えることが望ましいが、制度的な
取組は進んでいるのか。
答弁　本市においては、現在、スタデ

ィサプリ等のＩＣＴを活用したオンラ
インでの学習支援や、学びの多様化学
校である引地台中学校分教室の運営等、
児童生徒一人一人に応じた多様な教育
機会の確保に取り組んでいる。
意見　ホームスクーリングという教育
環境を整備して提供できるような社会
環境づくりこそが、次世代を担う子供
たちに求められるべきものと考える。
その他の主な質問項目
〇児童・生徒への緊急車両接近時の対
応
〇消防での緊急車両運行における教育

質問　ＳＤＧｓの社会的包
ほ う

摂
せ つ

の推進、
特に市民のウェルビーイング向上、障
がい者スポーツ振興、視覚障がい者の
情報取得支援について所見を伺う。
答弁　第１０次大和市総合計画では、

「つながり」に着目し、社会的包
ほ う

摂
せ つ

は
非常に重要と認識している。市民活動
への参加促進策や、ＮＰＯ等との連携
についても取り組んでいる。障がい者
スポーツの環境づくりと普及促進、大
会誘致の検討を進めていく。視覚障が
い者の情報取得支援として、代読支援
や日常生活用具を利用いただき支援し
ている。県等と連携し、支援していく。
要望　行政の横断的連携体制の構築

（多文化共生推進室、政策評価室の設
置）、データに基づく政策立案、市民参
加の多様化（アイデアコンテスト等）、
若者・子供の参画促進、地域活動のリ
ーダー育成、障がい者スポーツ推進の

教育委員会委員４名のうち、任期が令和６年１２月８日をもって満了す
る青䕃文雄氏（福田）、及川紀子氏（深見）の後任として、伊藤健司氏

（大和東）、三浦里美氏（中央）を任命したい旨の議案が定例会初日に提出
され、議会は同日、全員賛成でこれに同意しました。

○年末年始における航空機の飛行自粛を求める決議
（提出先　内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、在日米国大使館、在日米
軍司令官、在日米海軍司令官、在日米海軍厚木航空施設司令官、第５空母
航空団司令官）
○「再審法改正」を求める意見書

（提出先　衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣）
※詳細は、市議会ホームページを御覧ください。

質問　平成２９年の生産緑地法改正と
特定生産緑地制度の創設により、生産
緑地の市町村への買取り申出の可能と
なる時期が１０年延長されるのみなら
ず、条例で生産緑地の面積を緩和する
ことも可能となったが、係る国の対応
は根本的な問題の先送りであるように
も見え、既に危機的状況にあるとも言
われる本市農業の将来を深く憂慮せず
にはいられない。そこで、２０２２年
以降の生産緑地の現状と、将来に向け
た市としての取組について伺う。
答弁　平成２９年の法改正を踏まえ、
面積要件を５００から３００平方メー
トルに引き下げる等、条例や基準を緩
和した。指定期間を１０年延長できる
特定生産緑地制度の分かりやすい説明
にも努めており、２０２２年以降もよ
り多くの農地が保全できると考えてい
る。今後も新たな指定や既存の生産緑

ための旗振り役部署設置、大会誘致に
向けた具体的な計画策定、視覚障がい
者への実践的な個別支援体制構築、最
新デジタル技術導入と環境整備、情報
発信プラットフォームの創出を要望。
質問　ＳＤＧｓ推進企業推奨システム
構築への所見を伺う。　
答弁　神奈川県の制度を周知し、市内
企業の活動を支援していく。　
要望　中小企業への支援策充実、簡単
に推進企業を検索できるプラットフォ
ーム構築、コンサルティングや財政支
援、市民参加型イベント開催を要望。
質問　自転車交通事故多発地域の周知
と改正道路交通法（ながらスマホ、飲
酒運転罰則強化）について所見を伺う。
答弁　鶴間交差点における自転車を運
転する方への啓発活動等を実施してい
る。啓発活動に力を入れている。
要望　自転車保険加入促進を要望。

地の保全や活用に取り組んでいきたい。
意見　平成２９年の法改正で特筆すべ
きは、生産緑地地区における建築規制
の緩和が行われ、都市圏における農地
の収益性を高める可能性が開かれたこ
とである。これまで地区内に建設可能
な建築物が農業用施設に厳しく限定さ
れていたが、農産物加工施設、直売所、
農家レストランなどの建築物が設置可
能となり、いわゆる６次産業化の推進
が図られている。県も支援を行ってお
り、調査研究の価値ありと指摘する。

図ることを目的として、再編したい。
　市民が健康に暮らして幸せを感じら
れるウェルビーイングの向上を目指し、
文化、スポーツ、健康、医療の各分野
における取組を一体的に進めたい。
質疑　これまで各課が担ってきた事務

事業は、基本的には変わりないか。
答弁　常に見直しをするスタンスでは
あるが、今回の組織再編に当たっては、
各課に現行の事務事業をそれぞれ配置
する予定であり、事務事業が大きく再
編されるものとは考えていない。

事務分
ぶ ん

掌
しょう

条例の一部改正を可決

教育委員会委員の任命に同意

可決された意見書・決議
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生産緑地の将来に向けた
　　　　　　　　市としての取組を

大和維新× iRAISE　村田　玲
あきら

教育長の交代を受けて
　大和市における教育の考え方を問う

大和維新× iRAISE　星
ほし

野
の

　翔
しょう

つながりの創出で社会的包
ほ う

摂
せ つ

を推進
　　　企業のＳＤＧｓ、市民と共創！

公明党　金
かね

原
はら

　忠
ただ

博
ひろ

市内の生産緑地地区
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3 月 定 例 会 の 予 定
　日程は、都合により変更する
ことがあります。
　３月定例会で審議される請願・
陳情の受付は、２月１４日（金）
の１７時までとなります。

議案の審議結果 自民新（自民党・新政クラブ）、公明（公明党）、自由（自由クラブ）、共産（日本共産党）、
ネット（神奈川ネットワーク運動）、虹の会、立民（立憲民主党）、
大和ｉ（大和維新× i RAISE）

アイ    レ イ ズ

《１２月定例会で全員賛成で議決した議案等》
【報　告】
■第　８号　専決処分の承認について（令和６年度大和市一般会計補正予算（第５号））
■第　９号　専決処分の承認について（令和６年度大和市一般会計補正予算（第６号））
■第１０号　専決処分の承認について（令和６年度大和市一般会計補正予算（第７号））
【議　案】 
■第６３号　大和市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について
■第６７号　指定管理者の指定について
■第６８号　指定管理者の指定について
■第７０号　市道路線の変更について
■第７１号　市道路線の認定について

■第７２号　市道路線の認定について
■第７３号　市道路線の認定について
■第７４号　市道路線の認定について
■第７５号　市道路線の廃止について
■第７６号　市道路線の認定について
■第７７号　市道路線の認定について
■第７９号　市道路線の認定について
■第８１号　教育委員会委員の任命について
■第８２号　教育委員会委員の任命について
■第８７号　令和６年度大和市一般会計補正予算（第１０号）
【議員提出議案】 
■第　７号　年末年始における航空機の飛行自粛を求める決議

 2月

２５日　本会議
２７日　環境建設常任委員会
２８日　文教市民経済常任委員会

 3月

   ３日　厚生常任委員会
   ４日　総務常任委員会
   ５日　基地政策特別委員会
１４日　一般質問
１７日　一般質問
１８日　一般質問
２４日　本会議

前市長・前副市長に対して
損害賠償を求める訴えの提起を可決

　「前大和市長による公共施設関連
工事のやり直し指示に関する第三者
調査報告書」を受けて、前市長の大
木哲氏及び前副市長の井上昇氏に対
して損害賠償を求める訴えの提起に
ついての議案が、令和６年１２月
１３日の本会議で追加提出され、議
員２名から質疑があり、討論を経て、
同日に、賛成多数で原案のとおり可
決されました。
　請求の趣旨は、大和市の公共施
設である「市民交流拠点ポラリス」
併設の「星の子ひろば」及び「大
和ゆとりの森仲良しプラザ」並び
に「高座渋谷駅前複合ビルＩＫＯＺ
Ａ」の建設事業において、恣意的な
工事やり直し指示等を行い必要の
ない無駄な工事を余儀なくさせた
ことについて、民法第７０９条及

び第７１９条の規定により、合計
２４５３万９６２９円の損害賠償及
び遅延損害金の支払いを求めるもの
です。
　この第三者調査は、市議会（令和
３年）及び市（令和５年）の調査に
よって指摘があった公共工事のやり
直しに関し、やり直しに至った経緯、
その総数や総額等の真相究明につい
て、古谷田市長も詳細な調査を行う
ことを明言していたため、本市議会
が設置している「前市長による公共
工事のやり直しに関する調査特別委
員会」が調査の対象工事の選定を行
い、議会として市長へ調査を依頼し
ました。これを受け、市長は弁護士
２名、一級建築士１名の計３名に対
して第三者調査を依頼して実施され
たものです。

《１２月定例会で全員賛成ではなかった議案等》
◯：賛成　●：反対　欠：欠席　早：早退

審議結果

各　議　員　の　賛　否 賛否数
自　民　新 公　明 自　由 共　産 ネット 虹の会 立　民 大和ⅰ

〇
賛
成

●
反
対
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木
　
邦
明

町
田
　
浩
文

西
田
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美

福
本
　
隆
史

渡
辺
　
伸
明

赤
嶺
　
太
一

井
上
　
　
貢

青
木
　
正
始

中
村
　
一
夫

小
倉
　
隆
夫

河
端
恵
美
子

金
原
　
忠
博

鳥
渕
　
　
優

山
田
己
智
恵

吉
澤
　
　
弘

河
内
　
孝
彰

町
田
　
零
二

木
村
　
賢
一

堀
口
　
香
奈

高
久
　
良
美

吉
田
　
奈
々

布
瀬
　
　
恵

石
田
　
　
裕

大
波
　
修
二

北
島
　
康
平

堀
合
研
二
郎

星
野
　
　
翔

村
田
　
　
玲

【議　案】
第６２号

大和市事務分掌条例の一部を改正する条例に
ついて 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
　
長
　
は
　
表
　
決
　
に
　
加
　
わ
　
り
　
ま
　
せ
　
ん

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 欠 ○ ● ○ 23 3

第６４号 大和市屋内こども広場条例の一部を改正する
条例について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 欠 ○ ● ○ 19 7

第６５号
大和市地域包括支援センターの職員及び運営
に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例について

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 早 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 欠 ● ○ ○ 18 7

第６６号 工事請負契約の締結について 同　意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 早 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ● ○ 24 1
第６９号 大和市総合計画基本構想の策定について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 欠 ○ ● ○ 23 3
第７８号 市道路線の認定について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 早 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ● ○ 24 1

    第８０号※ 令和６年度大和市一般会計補正予算（第９号） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 早 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 欠 ● ● ○ 21 4

第８３号
大和市議会議員の議員報酬等に関する条例及
び大和市長等常勤の特別職の職員の給与に関
する条例の一部を改正する条例について

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● 22 5

第８４号
大和市一般職の職員の給与に関する条例及び
大和市一般職の任期付職員の採用等に関する
条例の一部を改正する条例について

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 26 1

第８５号 訴えの提起について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 26 1
    第８６号※ 令和６年度大和市一般会計補正予算（第８号） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 24 3
【議員提出議案】         

第　８号 「再審法改正」を求める意見書 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 早 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ● ● 23 2

【請　願】
第６－  ４号

フリースクールの利用料に対する助成を求め
る請願書 採　択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 早 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ● ○ 24 1

【陳　情】
第６－２２号

総合型地域スポーツクラブ団体に補助金交付
についての陳情書 不採択 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 早 ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ 欠 ● ● ○ 6 19

第６－２５号 大和市北部における病児保育施設の新設に関
する陳情書 採　択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 早 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ● ○ 24 1

※議案第８０号と第８６号については、議決の順番が前後したことにより、議決後に数字等の整理を行っています。

（ 8 ） 令和７年（2025 年）2月１日 第 328号や ま と 市 議 会 だ よ り

大和市
イベントキャラクター

ヤマトン


